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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月4日(2017.7.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流測定装置であって、
　第１端部と第２端部とを有する電気的導体コイルと、第１スクリーンと、第２スクリー
ンとを備え、
　前記第１スクリーンは、前記コイルを取り囲み、前記コイルの前記第２端部から前記コ
イルの前記第１端部の近くに至る電流経路を与えるように構成され、
　前記第２スクリーンは、前記第１スクリーンと前記コイルとを取り囲む
　ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電流測定装置であって、
　前記コイルはループを構成し、前記第１端部は前記第２端部の近くに位置する
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の電流測定装置であって、
　前記ループは開いているか開くことができ、前記第１端部と前記第２端部との間に隙間
を形成する
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項４】
　請求項１から３のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記導体コイルはロゴスキーコイルを備える
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の電流測定装置であって、
　前記ロゴスキーコイルは、クリップ－アラウンドコイルか、閉ループコイルか、プリン
ト回路ロゴスキーコイルか、または非導電性巻型に巻かれたコイルか、のいずれかである
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項６】
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　請求項１から５のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記第１スクリーンの第１端部が前記コイルの前記第１端部の近くに位置し、前記第１
スクリーンの第２端部が前記コイルの前記第２端部の近くに位置する
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の電流測定装置であって、
　前記第１スクリーンの前記第２端部は前記コイルの前記第２端部に電気的に接続される
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記第２スクリーンの第１端部が前記コイルの前記第１端部の近くに位置し、前記第２
スクリーンの第２端部が前記コイルの前記第２端部の近くに位置する
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記第２スクリーンは電気的に接地されている
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１０】
　請求項１から９のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記第２スクリーンは、前記第１スクリーンおよび前記コイルから電気的に絶縁されて
いる
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１１】
　請求項１から１０のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記第１スクリーン、かつ／または、前記第２スクリーンは、静電スクリーンである
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１２】
　請求項１から１１のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記第１スクリーン、かつ／または、前記第２スクリーンは、外部導体から前記コイル
への容量結合を低減するように構成される
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記電流測定装置は、巻型を備え、
　前記コイルが前記巻型の周囲に位置する
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記電流測定装置は、電気的積分器を備える
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の電流測定装置であって、
　前記積分器の第１入力端子が、前記導体コイルの前記第１端部に電気的に接続される
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１６】
　請求項１４または１５に記載の電流測定装置であって、
　前記積分器の第２入力端子が、前記第１スクリーンの前記第１端部に電気的に接続され
る
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１７】
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　請求項１４から１６のいずれか一項に記載の電流測定装置であって、
　前記積分器は出力電圧を与えるように配置され、
　前記出力電圧は実質的に、前記導体コイルの前記第１端部と、前記第１スクリーンの前
記第１端部との間の、電位差の時間積分に比例する
ことを特徴とする電流測定装置。
【請求項１８】
　電気導体を流れる電流を測定する方法であって、
　請求項１から１７のいずれか一項に記載の電流測定装置を用いる
ことを特徴とする方法。
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